
令和８年度東信森林管理署庁舎清掃等業務 仕様書 
 
  この仕様書は、東信森林管理署庁舎の清掃等業務の大要を示すものであることから、仕様書に示されていない事

項であっても、現場の状況または美観上必要と認められる作業は、発注者と受注者は協議の上、契約金額の範囲に

おいて実施するものとする。 
 
１ 業務の名称 

令和８年度東信森林管理署庁舎清掃等業務 

２ 作業場所 
長野県佐久市臼田１８２２ 東信森林管理署庁舎 

３ 契約期間 
  令和８年４月１日から令和９年３月３１日 
４ 作業内容 

別紙１ 日常清掃仕様書のとおり。 
５ 作業計画及び報告 
（１）発注者は、あらかじめ作業実施計画表を発注者へ提出し、その承認を受ける。 
（２）受注者は、当日の作業完了後に作業日報を発注者の指定する職員に提出し、確認を受ける。 

６ 作業従事者 
（１）受注者は、本件業務の作業従事者を技術及び健康状態に留意して選定し、身分保障、風紀、衛生及び規律の

保持に関する一切の責任を負う。 

（２）受注者は、あらかじめこの業務における業務責任者・作業従事者について名簿（任意様式）を作成し、発注

者へ書面をもって提出する。また業務責任者は、作業を実施するに当たって発注者との連絡、発注者への書類

の提出及び必要事項の報告を行う。 
（３）業務履行に当たっては、品質保持に必要な作業人員を確保すること。 

    常時作業に従事する者が体調不良或いは都合により従事出来ない場合は、交替要員を補充すること。 
７ 作業上の注意 

（１）発注者の業務に支障が及ばないように行うほか、来庁者の通行等に配慮して実施する。 
（２）対象箇所及びその周辺の施設・備品等を損傷しないよう充分に注意して行う。 
（３）作業中に施設・備品等へ汚破損が生じた場合は、速やかに発注者へ報告し、必要な処置を行う。 
（４）戸締まり、火の元等については充分注意すること。 

８ 施設等の提供 
（１）業務に使用する機械器具類及び資材料は、原則として受注者が負担する。ただし、発注者が支給するものを

除く。 
（２）作業に必要な電気、ガス、水道の使用は無償とする。 

９ 危険の防止等 
（１）受注者は、作業従事者の事故防止について万全の措置をとり、万一事故が発生した場合は、全て受注者の責

任において処理する。 
（２）作業中に建物等の破損、滅失または、その恐れのあるものを発見した場合は、速やかに発注者へ報告する。 
（３）作業中に不審者、不審物を発見した場合は、速やかに発注者に報告し、その指示に従う。 
（４）火災等の緊急時には、発注者の指示に従う。 

  



別紙１ 

日常清掃仕様書 
１ 総則 
（１）清掃作業は、原則として土曜日・日曜日・国民の祝日及び年末年始の休日を除いた日に行うこと。 
（２）清掃作業は、発注者の指定する監督職員の指示のない限り、原則 6 時 00 分から 17 時 15 分までの間とする。 
（３）作業従事者が清掃作業に関し疑義を生じたときは、直ちに発注者の指定する監督職員に連絡し、その指示に

従うこと。 
（４）受注者又は受注者の指名する業務責任者は、作業従事者の監督及び適切な指示を行うこと。 

（５）清掃面積は、令和８年度東信森林管理署庁舎清掃等業務 床別面積内訳表のとおり。 
（６）清掃回数及び清掃範囲は、令和８年度東信森林管理署庁舎清掃等業務 日常清掃作業内容及び日数内訳表の

とおり。 
２ 清掃作業の内容 
（１）事務室・入札室・署長室・会議室・廊下の清掃 

(ｱ)清掃箇所の床面はモップ、フロアダスター又は掃除機で除塵し、集めたごみは所定の場所に搬出する。 
(ｲ)汚れが目立つ部分はモップで水拭きすること。 
(ｳ)階段手摺りは状況に応じて雑巾若しくはモップにより除塵すること。 
(ｴ)窓台及び什器・備品は布巾等で水拭きすること。 

（２）便所の清掃 
(ｱ)ごみ箱のごみを収集し、汚れた部分は雑巾で拭くこと。 
(ｲ)扉・便所面台のへだての汚れた部分を拭くこと。 

(ｳ)洗面台・水栓・鏡・衛生器具は適正洗剤を用いて洗浄し、拭くこと。また、洗面台の排水管のつまり予防 
のため、月１回程度排水管用洗浄剤を使用し、用途に沿って洗浄すること。 

(ｴ)トイレットペーパー、手洗い石鹸、消臭剤（発注者が支給）は随時補充すること。 
(ｵ)便所内に設置されている汚物入の汚物を収集し、汚れた部分を拭くこと。 
(ｶ)床面はモップ、フロアダスター又は掃除機で除塵し、汚れが目立つ部分はモップで水拭きすること。 

（３）湯沸室・給湯室の清掃 
(ｱ)流し台は中性洗剤を用いてスポンジたわしで洗浄し、拭くこと。 
(ｲ)厨芥容器は厨芥を収集し、中性洗剤で洗浄し、拭くこと。 
(ｳ)床面はモップ、フロアダスター又は掃除機で除塵し、汚れが目立つ部分はモップで水拭きすること。 

（４）玄関の清掃 
(ｱ)フロアマットを掃除機等で除塵すること。     
(ｲ)ガラス扉の汚れの目立つ部分は雑巾で拭くこと。 

(ｳ)床面はモップ、フロアダスター又は掃除機で除塵し、汚れが目立つ部分はモップで水拭きすること。 
（５）電気ポット周辺の清掃 

茶殻の片付け（ポリ容器、ザルの清掃等含む）をすること。 
（６）建物外部の清掃 

玄関周り（ポーチ）を箒等で防塵すること。 
（７）ごみ運搬処理 

(ｱ)湯沸室にあるごみの分別、梱包（分別、梱包に必要な物品は発注者が支給）を行うこと。 
(ｲ)事務室にあるシュレッダーごみの梱包（梱包に必要な物品は発注者が支給）を行うこと。 
(ｳ)集積所までごみの運搬をすること。 

３ 清掃用具及び資材料の負担等 
（１）清掃作業実施上必要な清掃用具及び資材料は受注者の負担とし、電気・水道等は発注者の施設を利用する場

合は発注者の負担とする。 



（２）受注者は、清掃用具の保管場所を発注者の承認を得て使用することができる。 
４ その他の事項 
（１）入札室及び給湯室については、施錠管理を行うこと。 
（２）この仕様に定めのない細部事項については、発注者の指定する職員の指示に従い清掃すること。 

 



令和８年度 東信森林管理署庁舎清掃等業務 床別面積内訳表
階数 清掃箇所名称 記号 ﾓﾙﾀﾙ ﾋﾞﾆﾙ床 ﾌﾘｰﾘﾝｸﾞ 鉄平石 ｺﾝｸﾘｰﾄ 面積（㎡）
1階 職員玄関 Ａ 9.72 2.43 12.15
1階 廊下・ホール Ｂ 53.81 53.81
1階 風除室 Ｃ 6.07 10.13 16.20
1階 車寄せ Ｄ 20.25 20.25
1階 入札室 Ｅ 111.78 111.78
1階 男子更衣室 Ｆ-1 16.20 16.20
1階 女子更衣室 Ｆ-2 12.15 12.15
1階 男子便所 Ｇ-1 12.96 12.96
1階 女子便所 Ｇ-2 9.72 9.72
－ 階段 － 16.20 16.20
2階 署長室 Ｈ 32.40 32.40
2階 事務室 Ｉ 231.66 231.66
2階 小会議室 Ｊ 28.35 28.35
2階 給湯室 Ｋ 6.48 6.48
2階 廊下・ホール Ｌ 29.16 29.16

9.72 148.98 420.39 10.13 20.25 609.47

令和８年度東信森林管理署庁舎清掃等業務 窓別清掃面積内訳表
階数 清掃箇所名称 記号 数量
1階 職員玄関 ＡＷ１ 1
1階 風除室 ＡＤ１ 1
1階 車寄せ ＡＤ２ 1
1階 書類倉庫 ＡＷ１ 2
1階 入札室 ＡＷ１ 9
1階 男子更衣室 ＡＷ１ 1
1階 女子更衣室 ＡＷ１ 1
1階 男子休養室 ＡＷ１ 1
1階 女子休養室 ＡＷ１ 1
1階 男子便所 ＡＷ１ 1
1階 女子便所 ＡＷ１ 1
－ 階段 ＡＷ１ 4
2階 署長室 ＡＷ１ 3
2階 事務室 ＡＷ１ 18
2階 事務室 ＡＷ２ 1
2階 小会議室 ＡＷ１ 5
2階 給湯室 ＡＷ１ 1
2階 書庫01 ＡＷ１ 1
2階 書庫01 ＡＷ３ 1
2階 廊下・ホール ＡＷ１ 1

合計

9.720
12.600

外側のみ
外側のみ

備考

外側のみ
うち１枚外側のみ

45.360

合計

外側のみ
外側のみ

2.520
2.520
1.008
2.520

159.228

面積（㎡）
2.520
9.720
10.260
5.040
22.680
2.520
2.520
2.520
2.520
2.520
2.520
10.080
7.560
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書庫２

ホール

図面庫

ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ
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ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

足洗場

１階平面図　S=1/150
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押入 踏込

外渡り廊下倉庫２

書類倉庫

入札室

階段下
物入

女子休養室

点検様式1-3

敷地及び地盤1

番 号 調 査 項 目

2 建築物の外部

3 屋上及び屋根

7 上記以外の調査項目

6 その他

5 避難施設等

4 建築物の内部

地盤

敷地

敷地内の通路

塀等

擁壁(8)から(9)

(6)から(7)

(3)から(5)

(2)

(1)

(2)から(5) 屋上周りの状況（屋上面を除く。）

(1)から(2)

(3)から(4)

(5)から(18)

基礎

土台（木造に限る）

外壁

(1) 屋上面の状況

(6)から(7)

(8)から(9)

屋根（屋上面を除く。）

機器及び工作物（冷却等設備、等）

(1)から(5) 防火区画

(6)から(16) 壁の室内に面する部分

(17)から(22)

(23)から(25)

(26)から(33)

(34)から(35)

(36)から(41)

(42)から(45)

床

天井

防火設備

照明器具、懸垂物等

居室の採光及び換気

石綿等を添加した建築材料

(1) 令第120条第2項に規定する通路

(2)から(3)

(4)から(5)

廊下

出入口

(6) 屋上広場

(7)から(10) 避難上有効なバルコニー

(11)から(23) 階段

(24)から(29) 排煙設備等

(30)から(40) その他の設備等

(1)から(4) 特殊な構造等

(5) 避雷設備

(6)から(9) 煙突

注）配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。

調 査 結 果 図

東信森林管理署庁舎

内堀梨菜(UCHIBORIRina)
多角形

内堀梨菜(UCHIBORIRina)
四角形

内堀梨菜(UCHIBORIRina)
四角形

内堀梨菜(UCHIBORIRina)
四角形

内堀梨菜(UCHIBORIRina)
四角形

内堀梨菜(UCHIBORIRina)
四角形

内堀梨菜(UCHIBORIRina)
四角形

内堀梨菜(UCHIBORIRina)
四角形

内堀梨菜(UCHIBORIRina)
テキストボックス
作業箇所　１階


内堀梨菜(UCHIBORIRina)
テキストボックス
Ａ


内堀梨菜(UCHIBORIRina)
テキストボックス
Ｂ


内堀梨菜(UCHIBORIRina)
多角形

内堀梨菜(UCHIBORIRina)
テキストボックス
Ｃ


内堀梨菜(UCHIBORIRina)
テキストボックス
Ｄ


内堀梨菜(UCHIBORIRina)
テキストボックス
Ｅ


内堀梨菜(UCHIBORIRina)
テキストボックス
Ｆ-1


内堀梨菜(UCHIBORIRina)
テキストボックス
Ｆ-2


内堀梨菜(UCHIBORIRina)
テキストボックス
Ｇ-1


内堀梨菜(UCHIBORIRina)
テキストボックス
Ｇ-2
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署長室
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書庫02

小会議室

点検様式1-3

敷地及び地盤1

番 号 調 査 項 目

2 建築物の外部

3 屋上及び屋根

7 上記以外の調査項目

6 その他

5 避難施設等

4 建築物の内部

地盤

敷地

敷地内の通路

塀等

擁壁(8)から(9)

(6)から(7)

(3)から(5)

(2)

(1)

(2)から(5) 屋上周りの状況（屋上面を除く。）

(1)から(2)

(3)から(4)

(5)から(18)

基礎

土台（木造に限る）

外壁

(1) 屋上面の状況

(6)から(7)

(8)から(9)

屋根（屋上面を除く。）

機器及び工作物（冷却等設備、等）

(1)から(5) 防火区画

(6)から(16) 壁の室内に面する部分

(17)から(22)

(23)から(25)

(26)から(33)

(34)から(35)

(36)から(41)

(42)から(45)

床

天井

防火設備

照明器具、懸垂物等

居室の採光及び換気

石綿等を添加した建築材料

(1) 令第120条第2項に規定する通路

(2)から(3)

(4)から(5)

廊下

出入口

(6) 屋上広場

(7)から(10) 避難上有効なバルコニー

(11)から(23) 階段

(24)から(29) 排煙設備等

(30)から(40) その他の設備等

(1)から(4) 特殊な構造等

(5) 避雷設備

(6)から(9) 煙突

注）配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む）や撮影した写真の位置等を明記すること。

調 査 結 果 図

東信森林管理署庁舎

内堀梨菜(UCHIBORIRina)
四角形

内堀梨菜(UCHIBORIRina)
四角形

内堀梨菜(UCHIBORIRina)
四角形

内堀梨菜(UCHIBORIRina)
四角形

内堀梨菜(UCHIBORIRina)
多角形

内堀梨菜(UCHIBORIRina)
テキストボックス
作業箇所　２階


内堀梨菜(UCHIBORIRina)
テキストボックス
Ｌ


内堀梨菜(UCHIBORIRina)
テキストボックス
Ｈ


内堀梨菜(UCHIBORIRina)
テキストボックス
Ｉ


内堀梨菜(UCHIBORIRina)
テキストボックス
Ｊ


内堀梨菜(UCHIBORIRina)
テキストボックス
Ｋ




令和８年度東信森林管理署庁舎清掃等業務 日常清掃作業内容及び日数内訳表

面積
（㎡）

作業内容
年間

作業日数
週間

作業日数
作業内容

年間
作業日数

週間
作業日数

1階 職員玄関 12.15 除塵及び部分水拭き 241 毎日
フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什
器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵

241 毎日

1階 廊下・ホール 53.81 除塵及び部分水拭き 241 毎日
フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什
器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵

241 毎日

1階 風除室 16.20 除塵及び部分水拭き 241 毎日
フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什
器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵

241 毎日

1階 車寄せ 20.25 除塵 241 毎日

1階 入札室 111.78 除塵及び部分水拭き 101 週2回
ごみ収集、什器備品除塵、窓台の除塵及び
拭き

101 週2回

1階 男子更衣室 16.20 除塵及び部分水拭き 241 毎日 ごみ収集 241 毎日

1階 女子更衣室 12.15 除塵及び部分水拭き 241 毎日 ごみ収集 241 毎日

1階 男子便所 12.96 除塵及び部分水拭き 241 毎日
ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、
洗面台及び水栓拭き、鑑拭き、衛生陶器洗
浄、衛生消耗品補充及び汚物収集

241 毎日

1階 女子便所 9.72 除塵及び部分水拭き 241 毎日
ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、
洗面台及び水栓拭き、鑑拭き、衛生陶器洗
浄、衛生消耗品補充及び汚物収集

241 毎日

－ 階段 16.20 除塵及び部分水拭き 241 毎日 手摺り拭き 241 毎日

2階 署長室 32.40 除塵及び部分水拭き 101 週2回 ごみ収集 241 毎日

2階 事務室 231.66 除塵及び部分水拭き 101 週2回 ごみ収集 241 毎日

2階 小会議室 28.35 除塵及び部分水拭き 101 週2回
ごみ収集、什器備品除塵、窓台の除塵及び
拭き

101 週2回

2階 給湯室 6.48 除塵及び部分水拭き 241 毎日 ごみ収集、流し台洗浄及び厨芥収集 241 毎日

2階 廊下・ホール 29.16 除塵及び部分水拭き 241 毎日 什器備品除塵、ごみ収集 241 毎日

609.47

階数 作業場所
床面の日常清掃 床以外の清掃

合計



令和８年度 月別作業日数表

【毎日】の作業・・・「開庁日で換算」

月 日数 土曜日 日曜日 祝日 作業日数 備考

４月 30 4 4 1 21

５月 31 5 5 3 18

６月 30 4 4 0 22

７月 31 4 4 1 22

８月 31 5 5 1 20

９月 30 4 4 3 19

１０月 31 5 4 1 21

１１月 30 4 5 2 19

１２月 31 4 4 3 20 29・30・31日は作業日数に含めない。

１月 31 5 5 2 19 1・2・3日は作業日数に含めない。

２月 28 4 4 2 18

３月 31 4 4 1 22

計 365 52 52 20 241

【週２日】の作業・・・「火、金曜日を基本として換算」

月 日数 土曜日 日曜日 祝日 作業日数 備考

４月 30 4 4 1 8

５月 31 5 5 3 8 5日は作業日数に含めない。

６月 30 4 4 0 9

７月 31 4 4 1 9

８月 31 5 5 1 8 11日が閉庁日のため12日とする。

９月 30 4 4 3 8 22日は作業日に含めない。

１０月 31 5 4 1 9

１１月 30 4 5 2 8 3日が閉庁日のため4日とする。

１２月 31 4 4 3 9 29日が閉庁日のため28日とする。

１月 31 5 5 2 8 1日は作業日数に含めない。

２月 28 4 4 2 8 23日が閉庁日のため24日とする。

３月 31 4 4 1 9

計 365 52 52 20 101



令和８年度　東信森林管理署庁舎清掃等　作業日報
　従事日数　　　　　日 令和８年４月分

開始 終了
AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

21

22

火

水

30 木

29

28 火

23

水

木

金

土

月

25

26

27

24

日

15 水

16 木

17 金

土

日

月

18

19

20

12 日

13 月

14 火

木9

10 金

11 土

8

1 水

木

金

土

日

月

火

水

2

3

4

5

6

7

業務責
任者

日付 曜日
作業時間 作業従

事者
確認者 手直し指示等



◎毎日実施（閉庁日を除く）

床の日常清掃 床面以外の日常清掃

（作業内容） （作業内容）

職員玄関
除塵及び部分水
拭き

フロアマット除塵、扉ガラ
ス部分拭き、什器備品
除塵、ごみ収集及び金
属部分除塵

廊下・ホール 〃 〃

風除室 〃 〃

車寄せ 〃

男子更衣室 〃 ごみ収集

女子更衣室 〃 〃

男子便所 〃

ごみ収集、扉・便所面台
へだて部分拭き、洗面
台及び水栓拭き、鑑拭
き、衛生陶器洗浄、衛生
消耗品補充及び汚物収
集

女子便所 〃 〃

階段 階段 〃 手摺り拭き

署長室 ごみ収集

事務室 〃

廊下・ホール
除塵及び部分水
拭き

〃

湯沸室 〃
ごみ収集、流し台洗浄
及び厨芥収集

◎週２回実施（閉庁日を除く毎週月曜日から金曜日間の内）

床の日常清掃 床面以外の日常清掃

（作業内容） （作業内容）

１階 入札室
除塵及び部分水
拭き

ごみ収集、什器備品除
塵、窓台の除塵及び拭

２階 事務室
除塵及び部分水
拭き

〃

２階 署長室
除塵及び部分水
拭き

２階 会議室
除塵及び部分水
拭き

※清掃実施箇所に『レ』を記入すること。

29 3024 25 26 27 2819 20 21 22 2314 15 16 17 189 10 11 12 134 5 6 7 8階別 作業場所 1 2 3

令和８年４月分

作業場所階別

１階

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


